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「価格メカニズム＝市場メカニズムー競争原理jとは何だろう

一一鶴田俊正氏 （日本の産業政策），叶芳和氏 （日本農業論）等の

最近の所論をめぐ って 一一

森宏

§ 1 はじめに

筆者は本学の長期在外研究制度により ，昭和58年 4月から59年 4月まで約 1年間，米国ニ

ュー ・メキシ コ州、｜立大学へ留学した。王たる研究テーマは日米聞の農産物貿易， とくに米国

の対日牛肉およびオレ ンジ輸出問題であった。いまだぽつぽつ研究続行中であるが，研究成

果は1984年 8月にコーネル大学で聞かれた米国農業経済会削），昭和60年 4月に島線大学で聞

かれたTE A会副2>,60年 5月に桃山学院大学で聞かれた 日本商業学会等で報告した凶）。

筆者の主たる関心や分析対象は，米国の対日牛肉輸出の実態はど うなっているか，オ レン
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ジの輸入を自由化した らど？なるであろうかといった “ちまちま”したものだが，こ ういう

問題をやっているとどうしても 日米聞の「経済摩擦」一般にも多少目を向けない訳にはいか

ない。そうした関連で，米国側のいう日本側の「アンフェヤな」慣行のーっとし， 日本の産

業政策についても，一通り勉強せざるを得ない。

そういう意味から，いわゆる「日本株式会社」仮説に，実態の詳細な分析をもとに反論し

たといわれる鶴田俊正氏の日本の産業政策についての一連の労作は出.，，筆者として一読すべ

きものであった。氏の主張の妥当性については次節において筆者なりの評価を簡単に述べる

が，氏の著作を読んでいて何となくひっかかったのは，価格メカニズム （メカニズムと機構

は全〈同義とみなす）の用い方である。

鶴 田 山 とでふ山昭町7月に雑誌 『エコ ノミストJ時）紙上で米価U うする ． 
かの問題に対して，「価格支持政策を撤廃し，価格は市場における需給によって決まるという

原則を早急に確立すべきである。」と提言された。この論文のもとになっているといわれる現

代総合研究集団の 『日本農業改革への提言J(82年 8月）は， 「市場機構の活用を前提としつ

つも，従来の “むら”に代る一種の農村中間システムの構築の提言」という，主査であった

故玉城哲氏らしい「二元論的接近を特徴とするもので」あったとのことである。とはいえ，

いわゆる NI R A報告以来，われわれ農業経済学者には 「一世を風廃」したかんのある叶氏

等の「日本農業に競争原理の導入を」との 「市場機構の作用に全幅の信頼をおいた」主張と

それ程大きく変わらない出ヘ

筆者もみずからはかなりラジカルな合理主義者であることを認じており，これ迄の日本の

過保護農政にはかねがね批判的であった。しかしだからといって，叶氏等の見解や主張に全

〈同感という訳ではなかった。一言にしていえば， 日本の農業に 「競争Jがなかったのか，

「市場原理jなり 「競争原理注（7）」が一体何をなしうるかについて，叶氏等とはどことなく違

うような感じをも っていたのである。

それやこれやの理由から，スティグラーやマクナルティのように，アダム ・スミス迄さか

のぽって体系的にという訳にはいかないが，価格機構とか競争原理とかをめぐって，このと

ころ胸につかえているものを，全く不勉強のままで申し訳ないが，素材のままはき出きして

いただき，学識者からのお叱りなり御教示をあおぎたいというのが筆者の願いである。鶴田

氏の 日本の産業政策観や叶氏等の日本農業論そのものについては，特に後者については， 30

年来農業経済を専攻してきたものとして多少物申したいことはあるが，そのことはすでにい

ろいろいわれている事であり，本稿の直接的な目的としない了（8)

注(1）“Issues, Facts and Opportunities For U.S. Beef Exports to Japan ，” by Mori, Hiroshi' 
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and Gorman, Wm. D, to be published in AGRIBUSINESS, 2nd issue. 

1985. 

注（2） “PossibleEconomic Impacts of Orannge Trade Liberalization on the Japanese 

Citrus Industry，” by Mori, Hiroshi , Baker, Greg, and Burr, Peter，『専修経済学論集J

V ol.19, No. 2, 1985年 2月。

注（3) 「日米間の貿易摩擦についてー特に牛肉を中心に」。

注（4) 鶴田俊正 『戦後の日本の産業政策j日本経済新聞社，昭和58年．鶴田俊正「高度成長期 （に

おける産業政策）J小 宮他編 『日本の産業政策j東大出版会，昭和59年， PP.45～76. 

Tsuruta, Tosimasa，“Japan’s Industrial Policy”pp.165～ 188, Th巴ManagementChallenge-

Japanese Views, edited by Lester C. Thurow, The MIT Pr巴ss.． 出 5） 鶴田俊正 「価格支持政策の撤廃を提言する 農業の産業化への道」『エコ ノミス ト』

84.7.24,pp.12～ 17。

注（6) 日十芳和 『農業 ・先進国型産業論j日本経済新聞社，昭和57年。叶芳和 f日本よ農業国家た

れ・ 21世紀の産業』東洋経済新報社，昭和59年。その他に叶芳和 『先進国農業事情一農業開眼

への旅』日本経済新聞社，昭和60年があるとのことだが，筆者は前 2著てーすて”に十二分に “開

眼”されたとの錯覚 （hopefullynot）におちいっているので，目を通していない。 NI R A報

告とは正式には，総合研究開発機構 『農業自立戦略の研究 日本農業生産構造近代化への新し

い提言－.I昭和56年8月をさす。

注（7) 昭和60年 6月15日付 『朝日新聞.I（夕刊）の経済気象台 「中国ブームのあとに」に 「計画原

理を基本としていた中国経済に競争原理 （市場原理）を急速に導入するため云々」の記述があ

る。ここでは競争原理と市場原理はsynonymousのよ うに扱われている。鶴田氏，叶氏等におい

てもほぼ同様な扱いがされているように思われる。

注（8) NI R A報告には，農業サイドから数多くの批判やコメ ントがなされた。 筆者はそのなか． で，きわめてまっとうかつ体制なものとして，須永芳則日本農業「自立Jの問題点J『農業

総合研究IVol.36, No. l，昭和57年 1月を特にあげておきたい。

§ 2 鶴田氏の日本の産業政策についての解釈・評価について

日本の多くの産業が，近年深刻な経済摩擦を起こす程著し く強い国際競争力を持つに至っ

たのは，何人も認めるところである。この目覚しい発展は， 「日本株式会社」論がいってい る

（と鶴田氏が思っておられる）様に，通産省を中心とする政府主導による保護 ・育成策の成

果であったというより，むしろ政府の当初の意図に拘らず，政府の介入が失敗し，産業内部

において過当競争ともいえる自由な競争，すなわち附｝価格メカニズムが働いた結果であると

鶴岡氏はみておられる。
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その証左として，工業製品に関する限り貿易の自由化は基本的に1963年迄に終了していた，

資本の自由化は1967年から始められ， 1973年には基本的に100パーセント達成された。政府と

産業の協力関係の強化，というより直裁には政府の民間経済への介入の強化を狙った「特振

法」案叫0）は，産業界の強い抵抗にあい1964年に廃案に追いこまれた。また政府主導の「国民

車」構想、も実現することなし現在みられるように米国に くらべるとはるかに数多く の（従

ってさもない時にくらべ規模の小さい）メーカーが，それぞれ低コスト ・良質の小型車を生

産し，大量に輸出するようになっている等々があげられる。

筆者も，時として戦中の「物動計画jの残浮を臭わせる通産，農水等の （一部の）官僚的

発想には，かねてよりにがにがしさを覚えていた。その意味では，鶴田氏の所論には一種の

痛快さを覚えるものである。しかしだからと言って，戦後間もない頃の「傾斜生産」方式な

どの復興・育成政策のあとは，政府の介入が失敗した （今プライスメカニズムがうまく働い

た）からこそ，日本の多く の産業が現在のような強い国際競争力を持つに至った。従って今

後通産省他政府の役割は，公害など外部不経済の未然の防止や，市場の失敗の生じやすい土

地など外部性の調整に限られるべきであるとの氏の主張が， 100パーセン トすんなりと受け入

れられるとは限らない。

米国商務省が1972年に発表した JAPAN: THE GOVERNMENT-BUSINESS 

RELATIONSHIP，『株式会社・日本j（サイマル出版会）（通構，Japan,Inc. ）は，氏が解

釈されている程，通産省＝社長， （業界団体＝事業部），企業＝謀 ・支所といった一枚岩的な

ものとして日本の産業をみている訳ではない。各種審議会や業界団体との接渉を通じての（殆

ど常にあるいきちがい ・摩擦がそこで調整される）グランド ・デザイン （ヴィジョン）づく

りとコンセンサスの形成，さらには米国では到底許きれない程の業界内部における「独禁法

に気がねしない剖ll)J企業聞の話し合い （「自主的調整J），必ずしもあからさまでない政府に

よる直接 ・間接の財政・金融 ・租税特別措置 ・技術援助，反トラスト訴追の適用除外などが，

極めて日本的と言っているのである。

鶴田氏は，関連する外国文献を十分referすることな く，ひとりでイメージされた「日本株

式会社」仮説の否定にはほぽ成功されているかもしれない。しかし通産・運輸 ・郵政などに

よる様々な形での産業政策 （政府の直接 ・間接の介入）の無効さないし無力さを，米国のか

なり中立的な学識者副12）を含め，第三者に対して十分納得させるには至っていない。そのこと

は氏の英文論文“Japan’sIndustrial Policy" (op. cit）に対して，編者のサロー自身が， “The

aim of industrial policies is to link the virtues of planning 

with the virtues of the market, not to use one to thwart the other.”“Auto-
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makers were successful despite industrial policies and did not receive the govern-ment 

aid that goes with those policies. At the same time, other industries have 

become successful with the aid of industrial policies. To think of planning as a 

synonym for centralization is mistaken.”（Thurow, op. cit. pp .188～189）と軽くたし

なめていることを引用するだけでほぼ十分であろう。

必ずしも鶴田論文 （「高度成長期Jop.cit.）にのみむけられたものではないが，馬場正雄氏

は「（前略），そうであるなら，日本の産業政策としては，市場メカニズムの公正かつ自由な

作用に相反するような政府の介入を極力排除していくことが，なによりも重視されねばなら

なかったはずである。しかしだから，事実においてもそ うであったとはいかにも言いにくい。

もしそうであったと言うなら，それは明らかに虚言か誇張であろう 剖13)Jと，コメン卜してお

られる。

辻村江太郎氏はまた独禁法との関連で「日本人は資源のモビリティーに懐疑的にならざる

を得ず，市場の自動調整機能にも限界があることを骨身にしみて知らされてきた。そうなる

と競争が行きつくして倒産が続出する前に “レフェリー ・ス トップ”をかけて限界企業の脱

落を防止するという日本型産業政策が有害無益とばかりとはいえない」と，公取委の機能と

通産省に代表される産業政策の 2つが，二者択一的ではなく，「あたかも人聞の両脚のように

必要である」と述べられている叫べ村上泰亮氏も，辻村氏の“レフェリー・ス トップ”に似

た考えとして“仕切られた競争 という概念で，高度成長期（1953年～石油危機，1973年）

の日本産業の高いパフォーマンスを説明している。「“成功者日本”の特徴は， 古典的な市場

競争の制度が事実上制限されたと ころにあった。しかしそれと同時に，その制度修正が概し

て非公式のモドスオペランディ （運用）のレベルで行われ，法律的な公式の制度にまで推し

進められなかったところに，さらに大きな戦後日本の特徴があった剖15）。」。恐らくこれらの見

方が筆者には，ごく中庸かつま っとうなものと思われる。ただ本稿の主たる目的は鶴田氏の

日本の産業政策論批判ではないから，これ以上のコメントはしない削ヘ

注（9) 鶴田氏は厳格に定義されず「価格メカニズム」をしは、しば用いられるが，氏にあっては，

価格メカニズムと市場メカニズムおよび自由な競争原理はおおむね同義で・あるような印象を受

ける。

注(JO) 正確には，特定産業振興臨時措置法案，昭和38年に国会に提出され， 39年に廃案。

注U ヴォ ーゲル，エズラ F 『ジャパン アズ ナンバーワン再考J上回訳，TB Sブリタニ

カ， 1984年， p.201など。

注目 コーエン，スティープン 『日米経済摩擦 ・アメリカの主張J山田訳， TB Sブリタニカ，
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1985年他。

注目 馬場正雄，「総括コメ ントJ『日本の産業政策.I（小宮他編 op.cit.)p.470 

注目辻村江太郎「産業政策の本質と独禁政策通産省と公取委が支える競争市場の構図」 『エコ

ノミス ト.i83. l. 25, pp. 10～ 16. 

注目 村上泰亮 『新中間大衆の時代j第 1部「戦後日本の経済システムー経済と行政のイ ンター

フェイス」， p, 130ほか．

注目 小宮他編 『産業政策』（op.cit.）末尾の総括コメン トで今井賢一氏は，「産業政策とは市場

の失敗に対処するための政策的介入」との定義を経済学者としては当然のこととされながらも，

「しかしこのような定義から具体的な産業政策の議論に至るまでには，かなりの距離がある。

（中略）戦後の各国からの経験からみると，市場に代るような強いかたちの計画の失敗は，市

場の失敗の程度をはるかにこえるものである。従って選択は市場と弱いかたちの計画の問であ

る。分析的にいえば，その弱いかたちの計画が何であり ，それを市場の失敗との対比で具体的

にどう評価するかという問題にはかならないが，このような分析を十分展開するための分析枠

組が本書において明確に用意されているかといえば，答えは否定的にならざるをえない。」

(Ibid. pp. 4 72～3.）と極めて興味深い示唆をされている。筆者には鶴田氏が，詳細かつ冷静な

実態記述にも拘らず，十分練り上げられていない「理論」 （ないし理念・情念）に結論を引 っ張

られたような感じがしてならない。

§ 3 「価格メカニズム」の用い方をめぐって

(1) 市場メカニズムと価格メカニズムは同義か？

すでに述べたが （前節注（9 ) ），鶴田氏が 『戦後の日本の産業政策』その他で，天下り的産

業政策に対する民間企業の自主的意思決定の有効性を力説されるとき，中央集権的計画 ・カ

イダンスに対して，価格機構が働いたから云々を多用される。その際，氏はプライス・メカ

ニズムと市場メカニズム （＝市場の論理，マーケット・フォース）をほ とんど同義に使われ

ているようである。その点については宮沢健一氏も同 じであり ，プラ イス ・メカニズムと 市

場機構は氏の文章の同一パラグラフのなかで，完全な代替概念として用いられている出川。

きて市場とは，需要と供給が会合し，両者の関係で価格が発見 ・形成される場であり ，経

済主体はその価格に導かれて資源配分を行う。 その意味で，市場機構と価格機構とは，場（ワ

ク）と機能の担い手といった程度の違いこそあれ，ほぽ同義であり，筆者も自ら書き現在も

教場で用いている教科書 （森宏 『ミク ロ経済学』マグロウヒ ルブック，pp.178～79）のなか

で，そのような扱いをしている。しかし市場メカニズムと価格メカニズム とは，無条件にsyno-

nymousに使われてよいものであろうか。それが許されるのは，ほほ、完全競争に近い状態が存

-6-

ー

． 



在するという， 現実にはごく限られた場合だけではなかろうか。これが本稿で問題にしたい

第一のポイントである。

ニコラ ス ・カルドアは「第一次産業においては， 価格はアダム ・スミスが描いたような古

典的な形で，市場からの庄力に直接反応して動き ます。価格の変化は，その後の生産や消費

を調整するための信号としての働きをしているのです。一方工業，とくに大企業が支配する

工業では，需要の変化に対する生産の調整は，価格の変化とは無関係に， 在庫調援を通じて

行われます。 （中略）価格の変化が，そうした生産の調節に伴っていたとしても，それは偶然

のこと です剖18）。jと述べている。

また辻村氏によると，「ジェームス ・トービンは，アメリカの工業製品市場をフィ ックス ・

プライス ・セクターとして分類し，農産物市場がフレ ックス ・プライス ・セ クターである こ

とと対比 している」 という。 そしてこれはもともとJ.R. ヒックスに発したものであり，「イ

ギリ スの国内市場の現実が競争市場のイメージからかけ離れていることを容認せざるをえな

かったからである剖19）。Jと述べられている。事実ヒ ック スは近著 （『経済学の思考法j貝塚

訳，岩波書店，昭和60年 5月）のなかで，「価格が商人的仲介者に よってつけられる組織化き

れない市場が歴史的にはおおよそ支配的な市場であったかもしれない。 しか し（中略）20世

紀においては確かに適合性は明 らかに低下したといえよ う。価格が生産者自身によ って設定

される筆者が固定価格市場と呼ぶものに よって大部分置き換え られた。従って，価格は需要

と供給によって決定きれない。 （中略）現代の市場が大部分，（組織化きれない伸縮的価格市

場でなく ）固定価格型の市場であることは，ほとんど証明する必要はない。Jとまで言ってい

る。 （Ibid. pp.IX ～ Xlll, p .150) 

きてわが国の主要産業において，

づけを行っている （ないしそのよう

なpricingを行っている価格先導者

に追随している）とみる 立場があ

る技｛初｝。

ように，

そして伊東光晴氏等のいう

激しい変動期を除きpri-me

costは，産出量のある範囲内ではほ

ぽ一定しているとすれは、’企業の供

給 曲 線はある 範囲内では (Ql 

Qz), はぽ水平で、あるとみてよいか

もしれない （1図）。 言う迄もない

多くの企業はおおむね 「フル ・コスト原則Jに従って値

価格

費用

p, ... 

s 

D1 

Q 

1図 フノレ ・コスト
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Pricingの場合の供給曲線



が，価格は需要のある程度の変化

(D1から D2へのシフ ト）に拘らず，

固定している。

従って，資源の配分において，何らかの指令（政府の割当，業界の申し合わせ等）＇こ基〈

機構と，「“自己愛”を追求する人々相互間の相E作用によって動かされる注（21）」市場機構とは

対峠するが，価格メカニズムと市場メカニズムとは同義ではなく，前者は後者の限られた特

殊形態として位置つ‘けられるべきものではないかと思われる。

(2) 価格メカニズムが資源の最適配分を達成するための条件

2図において，DDはある財に対する社会的需

要曲線， SSは同じく供給曲線であり，完全競争

の場合，均衡点はEo，すなわち価格P。で需要と供

給はそれぞれOM。で一致する。

これが資源がある産業内において社会的に最適

配分された状態である。すなわちDDはこの財に

対する限界効用（ないしその財の社会的限界価値

生産力）をあらわし，SSはこの財を生産 ・供給

するための社会的限界費用をあらわす。 E。点以外

p 
D 

s 

。

s 

D 

M1 M0 M2 
の点では，限界費用＞限界効用という意味で社会

的に純損失 （KLE。部分）が生ずるか，逆に限界

効用＞限界費用という意味で，社会的になお獲得
2図最適市場均衡

しうべき剰余の余地 （FGE。部分）が残きれているかのいずれかである。

Q 

3図は， 2図を個々の需要者と供給者に分解したもので， D1Di, D2 D2，……は当該財

に対する個々の需要曲線， AC1, AC2，・・・は個々の企業の平均生産費用曲線， MC1, 

MC2…は同じく限界費用曲線で， D1D,, D2 D2，…を合成したものが社会的需要曲線D

0 Q, Q, s, s, M, Q 

3図 最適配分における個々の売手 ・買手の均衡
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D, MC1, MC2, ーを合成したものが社会的供給曲線SSである。価格OP。で個々の企業

はもっとも効率的な生産が行われている。

きてこのような状態，ないしこれに接近した状態が実現されるための条件は，競争が完全

であること，少なくとも売手，買手側のいずれもが，pricetakerで、あること，その他，外部

性がないこと，費用逓減的でないこと，「公共財Jでないこと，情報がよくいきわたっている

こと等があげられる割問。本稿ではそれらの条件のうち，競争の問題についてのみふれておこ

つ。

(3) 競争が不完全な場合，均衡価格は必ずしも資源の最適配分をもたらさない。

一つの極端として，ある財を生産・供給する企業が売手独占 （Monopoly）の場合， DDが

この企業の直面する社会的需要曲線， MCはこの財を生産するための限界費用曲線とする，

均衡は社会的に望ましいEa，価格P。で、はなく ，DDに対してひかれる限界収入曲線MRとM

Cの交点EIで達成され，供給される財の価格は plにきまる （4図）。い ま1つの極端 とし

て，ある財に対する需要側が独占，すなわち買手独占 （Monopsony）の場合を考えよう。 5

図において， MVPがこの財のもつ限界価値生産力（限界効用）曲線とし，SSが社会的供

給曲線とすると，均衡は社会的に望ましいEa，価格P。ではなく ，SSに対してひかれるいわ

ば限界調達曲線MS (MC  C）とさきのMVPの交点E2で達成され，この財の供給 （調達）

価格は P2にきまる。

MVP: Marginal Value Product 

D 
p 

p MVP 

D 

。 QI QO Q 
。

4図 売手独占の場合の市場均衡 5図 買手独占の場合の市場均衡

この2つの極端を合わせた双方独占 （Bilateral-Monopoly）の場合は，J.R.ヒックスが1935

年にECONOMETRICAのSurvey論文で，鉄鉱石を例に明らかにした ように，均衡は一義的
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には決らず，不確定である出23）。何らか人為的誘導がなければ，この場合均衡が社会的に望ま

しいE。（ 6図）で達成きれないであろう ことは，明らかであろう。

無論現実の経済において，上記のような

極端なケースは考えられないが，しかし

売 ・買いずれの局面においても，経済学的

意味での競争（後述）が何程か制限されて

p 

いるのが常態である （とくに日本の鉄鋼，

自動車，造船，石油，電子機器，家電

等々）。とすれば，価格形成や供給量などの

意思決定に政府がほとんど介入しておらず，

企業間で激しい競争 （世間一般の用法，英

語で1まrivalryに近い）がかわされているか

らといって，プライス ・メカニズムが自由

に働き，資源が最適に近い状態に配分され

ているということにはならない。

。 Ql Q2 Q。

s 
(MC) 

Q 

6図 双方独占の場合均衡は確定しない

ここでは議論をあえて静態的局面に限っているが （動態的にすると話が拡散し，何とでも

いえるようになる），価格メカニズムという用語は，市場メカニズムという用語より，一層注

意深〈 用いられねばならないとおもわれる。

(4) 2つの「競争j概念

次に企業聞の自由な＊競争（＊それぞれ独立に意表決定し，いやしくも談合などしないと い

う意味）即価格メカニズムとはならないことについて一言 しておきたい。J.ロビンソンはか

つて，競争には大別して 2つの用いられ方があると 言っ た凶叫。一つは経済学者の眺める競争

で，その原型は完全競争にある。いま一つは実業家の考えるそれで，今様に言えは、， トヨタ

とニ ッサン，あるいは IB Mと目立とNE Cの「織烈な競争jがそれにあたる。前者におい

ては，丁度個々の零細な小麦生産者が市場において隣の生産者を意識しないように，競争相

手がみえない。このようにbusinessman’ssense of the word における競争が全〈意識されな

い状態が，economist’ssense of the word における競争の極致である凶5）。 P.J.マクナルテ

ィーも「事実として，実業家の側からするすべての競争行動は，経済理論においては，何程

かの独占力の証拠である。他方，独占と完全競争の概念は次の重要な特徴を有している。す

なわち両者ともいかなる競争的行動 （competitivebehavior）の可能性も定義によって捨象さ

れてしまっている状態である削26）」 （筆者訳）と述べている。

-1 0一
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J.M.クラークの “effectivecompetition", J. S.ベインの “workablecompetition”があ

る。 G.J.スティグラーやマクナルティ達は，アダム ・スミスにもどって「競争J概念を経済

政策のためにも現実的，有用なものにする必要があると説いている。しかし少なくともこれ

迄のところ，経済理論においてそうした努力が十分成功しているとは聞いていない。とする

と当分の聞は剖27），競争とか競争原理とかの言葉を用いるとき，どちらの意味 （businessman

vs economist）で用いているのかをはっきりさせておし少なくとも使う本人はしかと意識

しておく必要があろう。

言う迄もないことだが， economist’ssense of the wordで競争という場合，それは即価格

メカニズムと言い換えることが許される。他方かりに，松下とソニーが売値について談合し

（現実にそうしているといっている訳ではない），その価格のもとで食うか食われるかの活発

な販売競争を展開しでも，それが経済学的意味での競争均衡をもたらさないであろうことに

は，多くの経済学者は同意する であろう。

注目宮沢健一 『現代経済学の考え方j岩波書店， 1985年4月，とくに第 2章 「市場社会のうち

とそとJ。同氏の 『産業の経済学J東洋経済新報社，昭和50年でも，随所にそのような混用がみ

られる。

注目 カルドア， ニコラス「根本問題は農業 （一次産業）と工業の不平等発展J（経済摩擦への処

方室長） 『朝日ジャーナルJ1985.6.5, pp.19～20. 

注目辻村江太郎「産業政策の本質」 op.cit., pp.12～13. 

注QO 森宏 『ミク ロ経済学Jop.cit., 7章「競争の不完全性と価格形成Jとくにpp,165～170.筆

者は趣味専から言えば，「フルコス ト原則Jは好きでない（＊理論的にはかたくなな“marginalist”

だから）。しかし現実は「フルコスト jの方が説明しやすいかもしれないと思っている。

注ω フリードマン，ミルトン＆ローズ『選択の自由j西山訳， 日本経済新聞社， 1980年， 「はし． がきjp.vi. 

注Q司 森 『ミクロ経済学Jop. cit., 8章 「価格機構の限界と公的政策j。

注Q3 Hicks, J .R.，“Annual Survey of Economic Theory : The Theory of Monopoly ，” 

ECONOMETRICA, Vol. III (1935), pp. l～20. 

注Q4) Robinson, Joan，“The Impossibility of Competition”， Monopoly and 

Competition and Their Rep;ulation, edited by E. H. Chamberlin, 1954, MACMILLAN, 

pp. 245～46. 

注悶 「完全競争はそれ自体，完全独占がそうであるように （ただし異った理由によるのだが）

実に完全な意味で競争の欠落を意味しているのJ（筆者訳）, McN ulty, P. J .. "Economic Theory 

and the Meaning of Competition, QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS, Vol. 

一lI 



LXXX II, No. 4 November 1968, p. 642. 

注四 Ibid. p. 641. 

注目 “Much work must be done befor巴 importantaspects of the definiton of compet-

ition can be clarified. My fundamental thesis is that hardly any important improve-

ment in general economic theory can fail to affect the concept of competition. But it ha::. 

proved to be a tough and reselient concept, and it will ctaywith u::. in recognizable form for 

a long time to come.”Stigler, G. J., PERFECT COMPETITION, HIS TO RI CALLY 

CONTEMPLATED, THE JOURNAL OF POLITCAL ECONOMY, Vol.LXV, No.l, 

Februanry 1957, pp. l～ 17のconcludingremark. 

§4 「日本の農業政策に市場原理与競争原理の導入を！ Jの主張をめぐって，

(1) 高米価政策の矛盾

米価 （政府の国内生産者からの買上げ価格）を高〈維持しておいて （一説には “国際価格”

の3～ 4倍といわれる。品質問格差，「小国の仮定」の妥当性など問題があるが， 日本の米価

が国際的にみて著しく割高なことは否定できない），生産者がも っと作ろうとするのを制限す

るために，古 くは休耕奨励金，近年は転作$奨励金を払っているのは，まさに屋上屋を重ねる

ものである （＊いい例が青刈り稲だが，ろくでもないものに「転作jされているケースが少

くないときしまた小麦や大豆に転作した場合，それらに国際価格の数倍の価格が支払われ

ている。食管会計米勘定の赤字が毎年約5,000億円，転作奨励金関係約4,000億円弱である。

かりに国際価格と売渡し価格の差を考慮、に入れると，米作保護のための費用は恐らく 3兆円

近くになる。）

筆者はまだ農林省農業総合研究所に在職中，公の席上で（農政審議会 合同部会），主とし

て米価引上げ→過剰在庫増加傾向を念頭において，「あらゆる農政を一時止めて，農林省の役

人は 2～ 3年経済学の勉強でもしていたらよいのではないか」と発言し，後から聞くことろ

によると，当時の官房長は大いに怒り困惑したそうである。その後そうした考えは，年とと

もに多少マイルドになったが，大きく変わっていない。そういう意味で， NI R A報告以来

の一連の叶氏の発言，および鶴田氏等の主張註（日），すなわち「農政に市場原理の導入を！ 」に

は共感するところが少な くない。ただ本稿においては，主として 「市場原理jとか「競争原

理」とい う用語の使い方，およびそのworkabilityをめ ぐって，素朴な疑問を提示したい。

(2) 市場原理の導入が問題を解決するだろうか？

さて米価政策に限って言えば，叶氏や鶴田氏等は，米の需給関係を単純にモデル化すれば
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7図のようにみておられるのであろう。すなわちDDは国内の需要曲線， SSは国内の供給

曲線，Pcは現在の政府の支持価格’である （＊政府買入数量とほぼ同量の自主流通米がある

し，政府買入数量の30パーセント前後の「自由売り」があるので，政府が全量を支持価格で

寅入れている訳ではない。しかし政府は輸入を制限しているし，たとえば自主流通米価格カ：

政府買入価格を下廻れば，生産者は当然政府に売るだろう ）。 Pcが高いから生産者は S1まで

生産しようとし，需要はD1と少ない （実際の需要は 7図に示されているよりはるかに非弾力

的であろうが）。ほっておくと，D1S1の過剰が生ずる （昭和44年度には政府の在庫量は l年

分をこえた）。

従ってPcの価格がもたらすであろう所得に近い休耕ないし転作奨励金を払って，生産量を

D1の水準まで引きおろす。これは先にみたようなきわめて大きな財政負担を伴い，さらに減

反をpoliceするために，末端の県・市町村に多大の物心両面の労苦をかける。事態をこのよう

にモデル化できれば＼解決策＊はいとも簡単で‘ある（＊何をもって「解決」と考えるかは政治

経済的にはそう単純ではなかろうが）。市場原理，すなわち需要と供給の働きにまかせれは．よ

いのである。

p 

s D 

。 D1 

7図 市場原理にゆだねれば過剰

(D1 S 1）は解消するだろう。

Q Q 。
8図 需要がへれば競争原理により

価格はさらに低下する

価格は Pcから P。に下り ，需給はQ。で一致する。叶氏等はさらに，その過程で零細 ・非能

率（＝高コスト）の生産者が脱落し，それらの農地が大規模・高能率＊の農家に集積するであ

ろうからー日本の米作は輸出産業化する ことも不可能で、なくはないという（ 8図ないし後出

12図）。差し当 りここではその当否は検討しない。（＊現在米生産の半分以上は， l戸当り 1.

q
u
 



Oha未満の農家で担われているが，これらの農家の生産費と 3.0～5.Oha以上層のそれとの聞

には 2倍前後の聞きがあるとさかんに言われている。土屋圭造氏は 『米及び麦類の生産費調

査』の個表にあたって，この事に疑念、を表明している一筆者の個人的接触。筆者は別の根拠

ーかりに0.5haの農家で、も l筆に基盤整備されており ，主要な作業は大型機械による貨耕に

ゆだねている場合と，かりにlOhaで、も 100筆に近い分散錯鋸圃制の農家とでは，どちらの方が

コス ト（農水省基準の「第一次生産費J）が安いかわからないーに基き，土屋氏同様の疑問を

もっている。）

(3) 市場原理が解決の鍵にならないかもしれない。

確かにもし，わが国における米の需要および供給曲線 （3～ 5年位の短 ・中期を一応想定

している）が，9図のようであるなら削29），いわゆる市場原理，すなわち需要と供給の関係に

ゆだねることは，短 ・中期的には一応問題を解決するかにみえる。しかしそれは10図で説明

するように，必ずしも叶氏や鶴田氏等が予想しておられるようにはならないかもしれない。

簡単に図の解説をしよう。 9図においてPcは現在の政府による支持価格水準， Pwは国際

価格水準で、ある。需要曲線がD”のところで水平に右にのびているのは，この水準では無制

限に海外に輸出できることを， 一応理論上の仮定として，想定している割問。供給は S”S’の

ところではほぼ完全に価格非弾力的，価格がS’以下に下ると供給量は低下し始めること を意

味している。 s’SがPw，国際価格の水準で需要曲線の屈折点D”の右にあると想定してい

るが，それには積極的な根拠はない。ともかくこのようなモデルでは，需給メカニズムにま

かせると，生産量は現在のSlからQ。に減少，国内需要量は価格の大幅な低下に拘らずそれ程

増大しないから，余剰DlQ  。は輸出されることになり，ともかく総生産と総需要は一致す

る。

しかしこの状態で万事めでたしということになるであろうか。筆者にはどうもそうとは思

えない。 3～ 5年先には，需要は余り変らない （恐ら く多少需要曲線は左にシフトするだろ

う）が，供給については初めの聞は手抜き，やがて荒廃，現在すでにかなり大規模 ・高能率

の生産者の多くを含め，意気阻喪，将来への希望を失って，完全脱農するかもしれない。須

永芳顕氏は， 「遠からぬ将来“ 5ヘクタールの片手間稲作農家”が出現すると予想される」と

いわれるが，これは実現性のない想定とは思えない詮（31）。それはともかく放棄された農地の一

部が「やる気のある」農家に集積され，国際的に競争力のある農家も出現するかもしれない

が，筆者はその可能性が十分広範であるとは思えない制32）。無論ここいらの点については議論

のあるところであろ うことを否定しないが，農家のビへビヤーについての研究の蓄積は，わ

れわれとくに「近経」学者の問では，理論，エンピリカノレいずれの面でもきわめて貧弱な現
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状を認めない訳にはいかない。それはともかく，筆者には 5～ 6年先あるいは10年位先には，

全体の供給曲線は10図にみるように左へ大きくシフトするのではないかと思われる凶3）。

D 
S" 

p S2 S1 市場原理にゆだねる

と価格は現在より上

る （PG -P0）か，

輸入を完全自由化す

れば米の自給率はう

んと下るかもしれな

い（OS2/001へ）

p 

D' 
Pot・・・ 

s’ 

九卜一一一一一一一 ｜一一一一十一 九：現行支持価格 見｜…一一一・・-h.・

D1 Qo S1 

げ Pwl-－呼jιs
' ' 

Q O＇片六戸1

Pw：国際価格
ピf

D1 Q。： 輸出

，
 

nu
一W

 

D
A
 

D" 

おj
s 

Q 

9図 3～ 5年では市場原理で問題は一応

解消するかもしれない。D,Qoは輸出

10図 しかしもっと長期には上のようになる

かもしれない。 この場合市場原理とは 7

均衡価格はP。に上るか，orS 2 D，を

輸入にたよるか

． 
この場合，市場原理ないし需給原理にゆだねると いうのは，どういうことを意味するので

あろうか。ーたん荒廃された水田は容易に元には戻らない。離農した農業労働力については

一層そうだろう。市場原理が需要曲線と供給曲線の交点のところに均衡を見出すというので

あば，価格は現在 （p G）より高い Poに決るだろう （この点が最終的な均衡点というつもり

はない。そもそも動態経済においてそういう点はありえない）。米まで輸入自由化することが

国民的に容認されるならば.( * 5～ 6年先，国民の過半がそこまでリベラルになる とは思え

ないが），圏内生産はOS2で，不足分S2D lを輸入に依存するということになろう。

すでにふれたように，叶氏等がえがくヴイジョンは全くこの逆である。低い価格は非能率

な農家の土地を高能率の （ないし高能率になる可能性のある）農家へ集中させ，さらに高能

率の農家はいきのびるべく技術革新に精を出し，費用曲線を下へ，すなわち社会的供給曲線

を右下へシフトさせるであろう。すでに述べた様に筆者はこの可能性にはかなり 懐疑的であ

る。低い価格がねむった生産者を活性化きせ， 技術革新を誘発するというのであれば，ソ連

邦のコルホーズの「私有地」以外での農業生産は もっと活発でなければならないし叫べ工業

化を急ぐ余り ，そのための原蓄のホンドとして農産物価格を人為的におさえてきた多くの途
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上国の農業生産は，より発展していなけれは‘ならない。たとえばECがその良い例だが，頭

数を制限して（飼料に対して）相対的に高い乳価を保証すると，確実に 1頭当りの泌乳量を

高めるような技術革新を促進する。これは，常識的にもわかりやすいし，政策当局者には困

ったことだが，その結果として大量の乳製品の在庫が，ECでも米国でも生じている削35）。

(4) 政府の直接介入が，「市場原理士主民間の自主的決定＝自主調獲jと結果的に余り異らな

いかもしれない。

『農政無用論』をあらわした松岡亮氏は，現在の政府による食糧管理にかえて，農業団体

（具体的には全農）による供給調整を提案されている。かりにわが国における米の需給関係

が先に 9図でみたようなものに近しそれを前提に全農が，たとえば鉄鋼における新日鉄， ｜ 

自動車にこおけるトヨ夕 ．ニyサン，家電にこおける松下 日立 東芝のような“leader 的役 ． 
害IJ’恐ら〈それらよりさらに独占的 リ一ダ一としての役割を果たすとすれは‘どうだ、ろう。 11

図において全農は価格を現在の

政府の支持価格Pcより高いpl 

まで高め （Plをこえると需要は

きわめて価格弾力的となり減少

する），他方産業界において日常

的に行われていると一部に信じ

られている何らかの供給調整

（不況カルテルはその典型）を，

県経済連一町村単協という組織

を通して実現すべき努めるであ

ろう。農業協同組合活動には，

米国においてすら大幅の独禁法

適用除外が認められているので

ある｛剖36）。

s’ 
p 

D 

S’ 
τ、，

P1l－－－－－－……ーミ－：－：_____ _ 価格は

PG→ P1 へ

PG←一一一一一一一←一一一一
D1 S1は自主生産調整

.s’ 

s 

Pw卜… D’ D’ 

TUf
o
 

S1 Q D1 ． 
11図 団体による自主的調整の結果はどうなるであ

ろうか？（米の自由化は認めないと仮定）

かくて政府の直接介入＊はなくとも （＊恐らく米国のマーケテイング ・オーダー凶7）のよう

なカルテル行為をより実効あらしめるような法制度を必要とするかもしれないが），農業生産

者はグループとして，いわば極めて合理的な市場原則にもとずいて行動し，政府の直接介入

の場合より高い価格の実現をかちうるかもしれないのである制問。そういう意味で，現在の政

府の食管制度のもとにおける米の需給調整は，一般の産業界における「市場原理」に基づく

ごく普通の行動様式と，結果において著し く異なるとは言えないように思える。ただその事

16 



． 

と，現在転作奨励を含め米穀管理に要している費用が，コ ス ト・ パフォ ーマンス的に十分安

価であるかどうかについては，答えを留保したい。

全く蛇足だが次の事実を伝えておこう。米国のカリホルニヤ ・アリゾナ州において，個々

の柑橘生産者達は，少な くとも年単位ではみずからの園地からの出荷量を 自分では決めてい

ない。実際には， SunkistやPureGoldなど少数の巨大組合が，個々の農家に代って収穫を行

い，上記連邦マーケテイング ・オーダーに基く r巴gulationsによ って，生食用，加工用，輸出

用 （必要によ って廃棄）のふり分けを，きわめて独占的に行っている。個々の農家はいつど

れだけ自分の園地の果実が収穫され，それが場合によって全量加工用車にまわっても（＊加工

用の“ontree price”はマイナスのことがある），何も発言できず，期末に独占的に高められ

た生食用などの価格とのプール価格を支払われるだけに過ぎない。フロリダ州の場合なと＼

柑橘固め相当割合が，弁護士や航空機のパイロ ットによ って所有 ・経営されているといわれ

る。

注Qg 鶴田 「価格支持政策の撤廃jop.cit.，叶 『先進国型農業jop.cit，，叶 『農業国家たれjop. 

cit.，中北徹 「農産物の市場開放問題 ・日本農業の再活性をめざして」 ESP, '85.5, pp. 

64～68. 

注凶 この図は荏開i季典生「転作政策と飼料米政策Jr農産物の過剰lと需給調竪j土屋圭造編，農

林統計協会，昭和59年，図 4- 1によっている。但し多少モディファイしである。

注叩 「国際価格」でならいくらでも輸出できると いう想定は， 小麦等に対する輸出補助金をめ

ぐる ECと米国の最近のはげしい抗争をみても，相当程度現実ばなれしている。たとえば「E

Cの小麦輸出補助批判ー米国の主張J（食糧農林経済の潮流）『世界の農林経済jFA O協会，

82年 7月号等。あるいは例年 8月にコーネル大学で関かれた米国農業経済学会でのシンポヂュ

ーム“Comparisonof U.S. and European Agircultural 

Policies”での米 ・ECの報告・討論など参照。

注ClD 須永芳顕「農家の階層変動と農業構造の変化Jr日本農業の構造と展開方向j石黒 ・川口

編，農林統計協会，昭和59年 6月。

注Cl2 カリホルニア州の米作は， 1戸当り 200～300haをこえる平坦な水田でおこなわれている。

筆者が農家なら叶氏からいくらそそのかされても，完全自由化を想定して米作りに残ろうとは

思わないであろう。

注Cl3 昭和30年代前半まで150万haをこえていた麦作は，昭和48年には15万haに激減し，減少した

130万ha強の大部分，i，冬～春の期間，休閑地として放置されていた。昭和50年から始ま った稲

転の一環としての麦作奨励にも拘らず，麦の作付面積は昭和59年に35万haに戻ったにすぎな

し、。

17-



注(34) フリードマンによると，私有地の大きさは全体でいってもソ連の農地の lパーセント以下

でしかないが，それがソ連の農産物生産全体の 3分の lを提供していると「いわれている」と

のことである。筆者の農業総合研究所での上司であった故的場徳造氏 （ソ連農業の専門）も，

1%対1/3程度ではないが，牛乳や卵などの畜産物のかなりの割合が，私有地からきていると

言っていたのを覚えている。フリードマン， op.cit. pp, 14～15. 

注目9 松浦利明 「ECにおける牛乳 ・乳製品過剰問題」『農業総合研究.I.36巻 1号，昭和57年 l

月，と くにpp.10～ 12, p.30.小沢健二「アメリカにおける酪農業の動向」 『農業総合研究.i38 

巻4号，昭和59年10月， p.32, pp.48～57, 

注cie 及川信夫・松延洋平「7 ーケテイング・オー夕、ーの法的側面について」『米国におけるマー

ケテインク ・オーダ、制度の調査報告書』全農園芸部， 1976年 6月。

注目司 森宏 「アメリカ合衆国における青果物マーケテ イング ・オーダーについて」

Ibid.全農報告書。

注Cl団 稲作農家全体に対して，現在の稲転奨励金に相当する程度の所得を補償するためには，

価格は現行の政府の支持価格， Pcより高くしなけれは‘ならない。

§ 5 日本農業・ 農業政策に「競争Jはなかったのか

(1) 競争のinnovation刺激的機能について

価格機構の果す機能として， （1）情報の伝達， （2）所得の分配を決定する， （3）生産方法に関す

る刺激要因の提供があげられる制問。ここでは叶氏等がそうであるように，価格メカニズムー

市場メカニズム与競争原理とルーズに考えてお しこの場合の競争については，矢張り 叶氏

等がそうであるように，ルーズにとらえ，先に引用したJ.ロビンソンのような区別は取り入

れないでおく 。ここでの関心は，価格機構なり競争のinnovation促進機能についてである。

国鉄が一般に私鉄にくらべ，概してサービスが悪〈，逆に料金が高いのは，一つには 「親

方日の丸」で競争的な刺激がなかったからである。日本の （元）電々公社が，たとえば米国

にくらべ，サービス内容が貧弱で、，料金がどうも高い （ように思われる）のも，それであろ

う。極めて身近かな例として，教師としての筆者が，学生を教えることに関し，余り innovati・

veでないのも，競争的刺激がないことが原因しているように思われる。いずれのケースで

も，サービスの質を高める，コストを下げる，効率を高める等々の努力をしても，殆ど金銭

的に報われることがないし，それらを怠ったから とい って，短期的にどうなるというおそれ

も殆どない。 innovationのための純粋に経済的誘因は，組織全体の在り方としても，そのなか

で怪力〈個々人にと ってもヂ台どないのである。

だが日本の農業，たとえば高米価で支えられている米作，高乳価を保証きれている酪農生
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産，あるいは輸入制限で保護されている肉牛生産等々を，国鉄や郵政と同列に論ずるのは正

しくない。まず個々の農家は自分の生産量の増減が， 産出物，投入物のいずれを問わず，そ

れらの価格に影響を与えるとは思っていない。これは言葉の真の意味において独占的要素を

欠いている，すなわち競争的である。また政策の施行に当って，たとえば米作の場合，小規

模で高コス ト（2つの聞の相闘が極めて1.0に近いとは思わないが）の農家には，それなりの

高い米価を，他方大規模で、低いコストの農家には低いコストに見合った低い米価を支払うと

いった差別的な価格政策がとられているのであれば， 地域とし，個々の農家として生産方法

を改善し，質を高め，コストを安くするための経済的なincentivesは働かないといってよい。

しかし米作，酪農，肉牛生産，砂糖生産 （砂糖の自給率は30%をこえるに至っている）

等々，直接 ・間接の価格支持を受けているわが国の農業生産において，部門聞の不公平はあ

るものの （たとえば青果物に対しては概して価格支持の恩恵が少ない），「貴殿は能率が良〈

コストが安いから，産出物の価格は安くする。他方飼料や肥料などの投入物に対しては相対

的に高い価格を払ってもらうJといった差別的な価格政策がとられている例を筆者は知らな

い。 （もっとも，補助金をもらうと不必要な投資を強制されてかえ って高くつくからいらな

い，金利の安い制度資金より少々高くとも銀行の方がいいとか，農協に出荷すると，他の生

産者の低い品質の ものと一緒にされて損をする などの不平を聞く こと はあるが。）

すなわち，米価が程々に「生産費 ・所得を保証」してくれるから，これ以上生産を合理化

しなければならない とい う差し迫ったプレッシャーは強 くないにせよ，もっと合理化してよ

り一層所得をふやそうとすることに制約はないのである。日本の農業に対する課税が相対的

に低いことはよく 知られている。聞くと ころでは税務署は l軒 1軒の農家がそれぞれどれく

らいの収益をあげているかを個別にチェ ックする代りに， 農協等と相談し，いわゆる「標準

課税jをしている場合が多いとのことである。いずれにせよ限界税率が，限りなく 100%に近

いなどということはないといってよいだろう。

実際に，能率が悪〈現在の価格では利j聞をあげるどころか家族労働報酬すら十分あけえな

いといった農家と，すでにかなり高能率で、社会的平均以上の労働報酬に加えて，格好の利潤

をあげている農家と，いずれの方が経営 ・生産方法の合理化や技術革新に熱心であろうか。

あるいはかりにそうした主体的な熱意において同じでも，いずれの方がそれを実現する能力

においてすぐれているないしその機会に恵まれているであろうかを問えば，多くの場合答え

はおのずと明らかであろう。 innovationsのためのヒントを掴むべしさらに合理化の意欲を

もやすべしたとえば‘叶氏の講演会に集まってくる農家の人々，さらに自分違で金を出し合

って講師を招いて勉強している人々，さらには身銭をき って先進地や海外の視察 ・見学旅行
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におもむく人々の大半は，すでに政府の高い支持価格でかなりうるおっている人達のはずで

ある。

(2) 「貧すりや鈍すjの含意

「貧すりや鈍す」とい う諺があるが，innovationが経済的に追いつめられ余裕を失った人な

り企業から生ずるというより，危機感はもつが創刊），現在は多少とも余裕のある人なり企業か

ら生ずる方が，むしろ多いのではなかろうか。いま儲かっているからといって，更に儲ける

ことに何も遠慮はいらないので

あり ，そのことは農業ではない

が，たとえば「京セラ」のケー

スをみてもわかるよ うな気がす

る 往（41¥

米価を需給原理にゆだねて下

げれは＼構造改善 ・農民層の望

ましい分解を進めると同時に，

さらにinnovationsを刺激して，

やがて日本の米作は輸出産業に

も発展するであろうという 叶氏

等の話は，12図のようにモデ／レ

化できるのであろう。しかしき

p ＼、
D 

s C?) 

D’ 

Pwf・・・ー一一一ーー・ーーー・ー－－f
D’ 

L1 Q 

12図 競争原理導入により供給曲線は右下へShiftし，

米はD1 s ？だけ輸出可能となる。

わめて単純に，価格が安くなって供給量が逆にふえるということは考えうるだろうか。工業

部門では数多く ，また農業部門でも，たとえば卵やブロ イラーなどにみられたように，経時

的に実質価格が下り供給量は増大しているケースをみつけるのは難しくない。しかしその多

くの場合，因果関係として，価格が安くなっ たから供給がふえたのではなく ，コスト節約 ・

産出量増加的技術革新の結果として，価格も安くなり需要もふえたから供給もふえたとい う

のであろう。新たな参入によ って競争が激化し，コス ト節約的技術革新が刺激されたことは，

きわめてコモンプレイスとしてあったろう。しかし新たな参入は，部外者に も十分ア トラク

ティブな価格と利潤に誘引されたものであり ，その逆ではなかったはずである。

注側フリー ド7 ン，op.cit.第 1章「市場の威力」 pp.25～62.

注側現在半分利潤をあげている，市場構造も卜分非競争（詩独占）的であるからといって，企

業や産業の将来に危機感をいだかない人は，十分に賢いとはいえない。

注仙 京セラがきわめて高収益かっinnovative（両者の因果関係ははっきりしない）であること
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l止！よく 1JIられている。新nnmi直によると，ネ｜｛更の稲白ii,利夫氏は国際的にinnovation を刺激す

べし「第 2のノーベル針jに当る「イナモリ 1'tJをおくるための「稲磁f!Hl:lJの創設を考えて

いるとのことである。

§ 6 付言：価格メカニズムはただでは働かないーそれを用いるのにコストがかかること。

池本正純氏は 「企業者の役割が市場メカニズムの活動から切り離されたと ころにあるとし

たシュ ンペーターの極論は，いくら企業者像を華々しいもの と印象づけたとはいえ，片手落

ちであった」，また「市場制度があれば “最適な”資源配分の達成が自ずと保証されるもので

はない。その達成の程度が市場機構を支える企業者達 （ー「仲介入」ーマーシャル ：＝「仲

介商人jーカーズナー）の創意と活気に依存しているというに過ぎない」附2）といわれる。同

氏によると，「企業者機能を市場メカニズムに内在的なものとし，それを駆動するものとして

本格的に捉えた経済学者はそも そもA.マーシャルであった」凶3）とのことである。

本稿の意図はそこ迄深い哲学論争に入る ことでもなく ，筆者にはその資格は全くない。た

た＼ 企業者がその「創意」と「活気」に対して何程かの報酬を期待し実現するであろう こと

は，経済的にみて全〈当然のこと である。氏の議論をきわめて静態的に媛小化するのはいさ

さか気がひけるが，ともかく 市場メカニズムープライス ・メカニズムを駆動するには何程か

のコストがかかるのである。そのことは，すでに半世紀前に R. H.コースが明確にいって

いる削刊。好みの問題を別にすれば，似かよ ったノfーフ ォーマンスをあげるのに，価格機構が

何らかの指令機構より常に安価であるとはいえないだろう。

全く卑俗な例で恐縮だが，池本氏がワルラス流の「無時間的J価格調整方式に対するも の

としてマーシャル流の時間経過的調整方式の典型としてあげられる生鮮食品の中央卸売市

場副45）の場合について考えてみよう。

ところは川崎市北部市場 （宮前区管生3111，昭和57年 7月業務開始）である。需要と供給

の会合は，商品取引や証券等の場合と異なり ，商と物は分離していないが，卸売会社が取得

する手数料は，青果物 7～ 8パーセント ，水産物5.5ノマ一セントである。却売会社からセリで

買入れ，小売商や飲食店などに販売する仲却売業者のマージンは約10パーセント前後と推定

されている。卸売会社および仲却売業者等は，その販売収入から開設者たる川崎市へ施設使

用料を払っているが（計約 8億円，昭和59年度），川崎市は市場の運営，償却，利子償還など

のため，年間約19億円を市の一般財源から充当 している注（州。 岡市場の年間却売価額は約800

億円だから，この市場を機能させるため，約70億円近いコス トを，出荷者と需要者側は支払

っていること になる。

-21一



東京の都心にある築地，神回の却売市場は， 筆者が農産物流通の研究を始めた昭和30年代

のはじめから，「ノfンク寸前」「超過密Jなどといわれ続けてきた。しかし，築地市場はとく

に水産物について，神田市場は青果物について，東京都のみならず全国的に圧倒的なシェア

ーを維持し，建値市場としての役害IJを果たしてきている詮（4九入荷量の30パーセン ト前後が開

設区域外に搬出 （これを「転送Jとか時に“Uターン” と呼ふ、）されているとすれば＼まこ

とに日常的で変哲もない青果物や水産物についてすら，単に需給均衡価格を発見するために，

社会的には却売価額の10パーセント以上のコスト が費やされていることになる。

米国の畜産 ・園芸などにおいて，何らかのverticalintegrationが大規模に発達しているの

はよ く知られている。わが国でもごく一部だが，有機農業，無農薬栽培， 「完熟トマ ト」など

の 「産直」の動きがある。東京都と群馬県の間で行われたキャベツの嬬恋方式の契約取ヲ｜は，

必ずしも高い社会的評価をえなかったが，将来の青果物流通の在り方を示唆するものと して

注目されねば、ならないように思われる。

外部性等がない場合でも，自由な価格機構が， cost-effective，効用極大化に関し，常にベ

ストであるとは，断定できない。村上泰亮氏は 「クラブ型，企業型の中間組織がその形態を

変えながら存続していくというのが標準的な姿ではないだろうか凶8）」といわれている。本日

ここ に集ま っておられる方々の多くが，「自由時間と勤労時間とがわからなくなっていて，楽

しみながら仕事をしている恵まれた階層凶9））であることを思うと，他の人々，ないし他の産

業部門では 「価格メカニズムjが原則的に貫徹しているはずというのは，言葉の正しい使い

方をはなれでも，いささかおこがましいのかもしれない。

注ω 池本正純『企業者とはなにかー経済学における企業者像』有斐閣，昭和59年， pp, 4～5 

注帥 Ibid. p. 41. 

注帥 Coase, R.H. “The Nature of the Firm J’ECONOMICA, New Series, Vol. IV, 1937, 

pp.386～405 

注帥池本「企業者」 op.cit.p. 70. 

注同 川崎市中央却売市場北部市場 ・市場長長谷回武氏より。

注仰 『神田市場の社会的機能 現状と問題点と展望J日本リサーチセンター，昭和60年7月。

注岡 村上泰亮「社会生活の流れと行く手 ・社会システムとしての “大衆社会”論J

ESP，’85.6, pp.31～35. 

注帥正村公宏氏の発言 （座談会「これからの生活行政を考える」 ESP,Ibid., p .18. 

§ 7 ちっぽけな提案

以上ごたごた書き連ねてき たが，農業政策を含め産業政策を論ずるとき，価格メカニズム，

-22-

． 



市場メカニズム，競争原理など，使う人がそれぞれまちまちのイメージで論じていては，議

論はかみ合わない。さらに同一人が，同じ言葉をT. P. 0. に応じていろいろの意味に使

いわけると，たとえば競争などという概念はまさしくパナシア （万能薬）になりかねない。

価格が売れ行きに拘らず硬直的な産業について，自由な価格機構といって も，論者の言わん

とするところはわかるような気もするが，いま一つ釈然としない。経済学者である以上，実

態をよくみつめ，言葉の使い方には注意深くありたいものである。

＜コメント ＞

今回，森宏所員からお寄せいただいた論文の内容は，去る 6月18日，当社研の定例研究会

で同所員に御報告いただいたものです。価格メカニズム，市場メカニズム，競争原理といっ

た言葉を一般に経済学者がパラレルに用いるのは，ときにミスリーデイングな解釈を生むの

ではないかという指摘には研究会に参加した者にとっても新鮮な響きがありました。経済理

論の基本的な骨格は完全競争を前提にした静態的価格理論にあるわけですが，その諸前提の

多くは，農業経済を想定することから得られています。大量生産技術を軸にして発達してき

た近代の経済社会における「市場メカニズム」が，はたして純粋な価格理論のフレームワー

ク（理念型）で捉えきれるのか，競争の効果を描き出すもっと別の市場理論の構築が要請さ

れるのか，そしてそれは伝統的な価格理論と本質的にどう違うのかといった問題群を，森所

員の話を聞きながら次々と連想したことです。競争メカニズムの意義にかかわるこれらの問

題を考えていくうえには，おそらく静態理論の枠を超えて何らかの動態的なプロセスについ

ての仮設を立てることが必要となってくると思われます。そして案に違わず，森所員の指摘

にも見られるように「日本の農業政策に市場原理の導入を」図った場合にも静態的な価格理

論のみで判断できない，異なった可能性が考えられることになります。つまり，「価格メカニ

ズム」によって米価が下がったとき，「競争メカニズムJが働いて， 日本の米作は経営能力の

高い農民によって蘇生するのか，「貧すれば鈍する ＝いじめられればポシャるJだけに終わる

のかという 2つの可能性です。

「価格メカニズムjについての知識だけでは，「市場の原理Jを導入したときの可能性を確

定的に占うことができません。いずれかの可能性を主張するということは，「競争メカニズム」

にさらされる日本の農業の環境と，それを支える農家の資質とについての総合的な「読み」

つdつω



が込められているということになります。「蘇生するjも「ポシャる」も市場の原理が働いた

ためと言わざるを得ないとしたら，一体市場メカニズムとは何なのか。「価格メカニズム，市

場メカニズム，競争原理といった言葉は注意して使いましょう」と自戒の意を込めて森所員

が報告を締めくくられたことを念のため記しておきます。

（研究会担当 池本正純）

〔編集後記〕

社研メンバーとして，しは、らく休眠を決め込んでいたら，突然，編集担当として積極的に

貢献するようにとのご要請を受け大いにあわてている。

本号では，森所員の興味深い論文と，それに対する池本所員の的確なコメントをお届けす

ることができます。社研の研究会での活発な活動が，月報の成果にも反映され，さらにいっ

そう波及効果が拡大されていくことは研究所の望ましい姿といえるでしょう。

大学の講義も問も無く夏休みに入ろうとしており，今から編集子としては，休み明け十分

に充電された所員の皆様から多くの投稿を心待ちにしています。

(F. T) 
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